
電話

Ⅰ 第 １ 章
３ 節
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計 画 名
　年度～　

（５）個別計画の概要

（４）総合計画･実施計画における概要   

進行性筋萎縮症療養給付事業

進行性筋萎縮者療養給付事業実施要綱

年度

1名

0

平成13年度（評価対象年度）平成12年度

25
6H

実   績 目   標

2,010 2,102 2,136 2,203

〔様式　１〕

042（769)8355

事 務 事 業 評 価 表

平成１４年度

特　定　財　源

決算（予算）額

合　　計

人員・時間数
人　件　費

その他経費

事
　
業
　
費

指　標　① 100100100

５ 目標と実績

指標設定
の意図

目   標
平成11年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
３ 事業概要
（１）事業の目的

基本施策名
施  策  名

第
第

国立療養所箱根病院に１名入所
決算額4,273,896円

進行性筋萎縮症者を入所措置し、必要な医療訓練及び生活指導を行う。 身体障害者手帳の交付を
受けている１８歳以上の
進行性筋萎縮症者で、治
療等に長期間を要する者
対象
数

（３）平成13年度事業の内容

計画年次 年度

なし

なし

指標式

入所率

指標名

入所者数（実績）/入所希望者数（待機
者含む）×100

25

4,274

25

4,020 4,205

6H 6H

0

4,045 4,230 4,299

0 0

4,421

25

4,406

25

2,210

0

4,4464,431

6H 6H

事業開始年度
１ 総合計画における位置づけ

11310

政  策  名

事務事業名 事業コード

安心して生活できる福祉社会をつくります

指　標　②
指　標　③

実   績

４　評価指標

100100
実   績

〔金額単位：千円〕

平成14年度

入所を希望する者が実際に入所で
きているか調べるため

障害者の自立支援と社会参加
自立した生活を実現するための環境づくり

担当部課名

主要事業計画対象の有無

障害福祉 課

～63

保健福祉部

無



100.0%
1

100.0  ③ e
100.0  f

1

1

1

1

1

あ　る

な　い

あ　る

な　い

1

説明：

説明：

Ｃ：満足できない

進行性筋萎縮症という疾病上、治療に長期間を要する者にとって、当事業は必要
である。

進行性筋萎縮症者に対する措置は、必
要に応じて行われるため。

成果向上の余地

理由：
入所希望者が1名であったため。

Ａ：達成している　　　(α≧100%)

Ｂ：一部達成していない(100%>α≧80%)

Ｃ：達成していない   （80%>α)

   α＝①、②、③の平均値  ＝

×100=

評 価

（３）経済性・効率性･･･費用対効果は妥当か

Ｃ：適応していない

Ｃ：代替の可能性高い

（５）市民満足度・・・対象市民の満足は得られているか

進行性筋萎縮症者に対応した専門性の高い国立病院がサービスを提供すること
により、より質の高いサービスの提供ができている。

理由：

理由：

理由：

理由：

評 価 Ａ：適応している
Ｂ：一部適応していない

評 価

Ｃ：妥当でない

Ａ：妥当である
Ｂ：一部妥当でない

Ａ：満足できる

Ａ：有効である

Ｂ：一部満足できない

理由：
Ｂ：一部有効である

Ｃ：有効でない

  

評 価

今後の進め方

継　    続

★ ★ ★ ★ ★

７ 総合評価

他自治
体の類
似事業
との比
較

国で定められた基準に基づき事業を実施しているため、他自治体と大きな差異は
ない。

評 価

（６）有効性･･･当該事業は上位の施策を実現する上で有効か

利用を希望する者にとって、待機させることなく利用してもらっている。評 価

Ａ：代替の可能性ない

Ｂ：代替の可能性低い

 

６　個別評価

（２）必要性･･･時代変化に適応した事業内容か

（１）達成度･･･目標をどれだけ達成したか

評 価

①  a
b

 100.0%
 

 
②  c
 d

6

事業の性質上、市で実施する必要がある。

×100= ×100=

（４）事業の代替性・・・県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か

進行性筋萎縮症という疾病上、治療に長期間を要する者にとって必要である。

コスト改善余地

廃     止

完     了

８二次評価における変更点

説明

進行性筋萎縮症とは、筋繊維の変性、壊死により進行性の筋力低下、筋萎縮を
きたす遺伝子性疾患であり、疾病の性質上、国庫負担の対象となっている。今後
も継続して事業を実施する必要がある。

措置費の金額は概ね決まっている。

見　直　し

≪評価バランスチャート≫ 達成度

必要性

経済性・効率性

事業の代替性

市民満足度

有効性

A

B

C

A

B

C

AAA

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ


